
新美南吉のふるさと景観整備事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新美南吉のふるさとと作品舞台の景観整備を通して、新美南吉の                                     

顕彰及び地域の活性化に寄与することを目的とした事業に対して交付する補助金に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助の対象となる事業を行うものは、次のとおりとする。 

（１）特定非営利活動法人ごんのふるさとネットワーク 

（２）その他市長が認める者 

（補助対象）    

第３条 補助金の交付対象は、第１条に規定する事業の実施に必要な経費のうち、予 

算の範囲内で市長が認める額とする。 

（補助金の交付申請）     

第４条 補助対象事業者は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付 

申請書（様式第１）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認める 

ときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定通知書（様式第２）に 

より補助対象事業者に通知する。この場合において補助金交付の目的を達成するた 

めに必要があるときは、条件を付することができる。 

（補助金の請求及び交付） 

第６条 補助対象事業者は、前条の交付決定通知を受けた場合は、補助金交付請求書 

（様式第３）を速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第７条 補助対象事業者は、補助金の交付対象となる事業が完了したときは、補助事 

業実績報告書（様式第４）を翌年度の４月 20日までに市長に提出しなければなら 

ない。 

（補助の取消し及び補助金の返還） 



第８条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の 

交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めることができる。 

（１）この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の運用又は補助事業が不適当と認められるとき。 

（４）提出書類に虚偽の記載をし、不正に交付金の交付を受けたとき。 

（延滞金） 

第９条 補助対象事業者は、補助金の返還を決定し、これを納期日までに納付しなか 

ったときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 

179号）第 19条第２項の規定に準じて算出した延滞金を納付しなければならない。 

ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全額又は一部 

を免除することができる。 

（検査等） 

第 10条 市長は、補助金の交付目的を達成するため、補助対象事業者に対し補助金 

の使途について必要な指示をし、関係書類の提出を命じ、又はその内容を検査する 

ことができる。 

（雑則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第４条関係） 

年  月  日 

 

 

半 田 市 長 殿 

 

申請者            

 

 

補助金交付申請書 

 

 新美南吉のふるさと景観整備事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、下記のとお

り補助金を交付されるよう申請します。 

 

記 

 

１．補助金交付申請額      金           円 

 

２．補助金の交付対象事業 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

（１） 事業計画書及び収支予算書 

（２） その他市長が必要と認める書類 

 

 



様式第２（第５条関係） 

年  月  日 

 

 

   様 

 

半田市長           印 

 

 

補助金交付決定通知書 

 

     年 月 日付けで申請のありました新美南吉のふるさと景観英美事業補助

金については、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１．補助金交付決定額        金             円 

 

２．補助金交付の条件 

補助金は、補助金交付申請書第２項の事業計画経費に充てるもので、その他の 

経費に支出してはならない。 

 

 

 

 

 



様式第３（第６条関係） 

                               年  月  日 

 

 

半 田 市 長 殿 

 

                     申請者              

 

 

              補助金交付請求書 

 

 

 

     年 月 日付けで交付決定がありました新美南吉のふるさと景観整備事業

補助金について、下記の金額を請求します。 

 

 

記 

 

  補助金交付請求額    金             円 

 

    ただし、    年度新美南吉のふるさと景観整備事業補助金として 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４（第７条関係） 

年  月  日 

 

 

半 田 市 長 殿 

 

 

                      申請者             

 

 

補助事業実績報告書 

 

     年 月 日付けで交付決定がありました新美南吉のふるさと景観整備事業

についての補助事業実績を下記のとおり報告いたします。 

 

 

 

記 

 

１．補助金交付額        金             円 

 

２．補助金交付の対象事業 

 

 

 

 

添付書類 

（１） 事業報告書及び収支決算書 

（２） 市長が必要と認める書類 

 


